
 

 

資料３ 重大事態に係る調査報告の流れと役割分担について 

重大事態対応のフロー図  

【学校】 

 

            学校いじめ防止対策委員会による対応 （法第２２条） 

                      ※子どもや保護者からの訴え 

【教育委員会】      教育委員会への報告 （法第２３条２項） 

県教委へ発生報告                           市長へ報告 

                                             （法第３０条第１項） 

 

         

                   

 

 

 

      （法第１４条第３項） 

                               （法第２８条第１項）  

 

          調査結果提供 

 

 

          意見書提出 

（法第２８条第２項） 

                  （法第３０条第１項） 

      

                                                 県教委へ調査結果報告 

【市長】           

                            

   

 

                                県教委へ再調査開始報告  

           ※市長の附属機関   （法第３０条第２項）       

           （調査機関） 

 

                              

                             ※再発防止等の指示 

                           県教委へ再調査結果報告 

 

（法第３０条第３項）市議会への報告 

教育委員会が調査主体の判断・指示 

いじめ事案発生 

松江市いじめ問題対応 

専門家会議による調査 

調査結果を教育委員会に報告 

（重大事態の最終確認） 

再調査の指示 

（市長が必要と認めた場合） 

調査結果を市長に報告 

市  長 

重大事態の認識・把握 

教育委員会へ連絡 

被害児童生徒及び 

保護者（関係児童生

徒及び保護者）に対

する情報提供 

学校いじめ防止 

対策委員会の調査 

教育委員会（学校） 

（第三者加入）の調査 

○学校いじめ対策組織に 

第三者を加える調査 

○学校が第三者委員会を 

立ち上げ行う調査 

＜市教委事務局＞学校への指導・支援、調査進捗状況の確認 

松江市いじめ問題調査委員会による再調査 

県教委へ調査開始報告 

国への報告 

・県教委は文科省に報告する 

・文科省はこども家庭庁と情報

共有する 

・文科省、こども家庭庁が県教

委に助言等を行う 
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